
令和５年 第５回  ふじみ野市農業委員会総会議事録 

 

招 集 日 時 令和５年５月２５日 開会場所 
ふじみ野市役所本庁舎５階 

Ａ大会議室 

開会の日時 

及び宣告者 

開 会 

閉 会 

令和５年５月２５日 午後１時３０分  議長 

令和５年５月２５日 午後１時４６分  議長 

議 長 粕 谷  雄 一  

№ 氏   名 出欠 № 氏   名 出欠 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

 

久保田   清 

柳 川  嗣 於 

横 山  一 明 

嶋 田  利 行 

原 田   一 

近 藤  広 巳 

岸    勇 

神 木   茂 

塩 野  和 義 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

 

 

鈴 木  智 之 

浅 海  伊佐男 

岡 部   昭 

谷 田  峰 男 

粕 谷  雄 一 

有 山  茂 幸（最） 

 宮 寺  康 夫（最） 

 新 井  正 一（最） 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 

出 席 者 数  農 業 委  員     定 数 １４名 出 席 者 １４名 

農地利用最適化推進委員 定 数    ３名 出 席 者  ３名 

議 事 参 与（説明者） 書   記 

     葛籠貫 智 洋 

島 村 雄 大 

有 山 俊 夫 

     菅 井 健 吾 

 

 



 

 

 その他重要と 

 認める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 

 

 

 

 

              令和５年５月２５日 

 

 

    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和５年５月２５日、午後

１時３０分、ふじみ野市役所本庁舎５階Ａ大会議室に農業委

員会を招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後１時３０分、委員の過半数が出席したので、開 

会を宣言した。 

日程第２ 議  長  議事録署名委員に１１番・１２番委員を指名する。 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

議  長 

 

 

事 務 局 

議  長 

全 委 員 

議  長 

日程第３、報告第１１号、農地法第３条の３第１項の規定に

よる権利取得の届出に関する件、２件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１１号について終了します。 

日程第４、報告第１２号、農地法第４条第１項第８号の規定

による農地転用届出に関する件、２件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１２号について終了します。 

日程第５、報告第１３号農地法第５条第１項第７号の規定に

よる農地転用届出に関する件、６件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１３号について終了します。 



日程第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

８番委員 

 

議  長 

10番委員 

 

議  長  

全 委 員 

議  長 

全 委 員 

 

日程第６、議案第１４号、農地法第５条の規定による許可申

請に関する件、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

令和４年９月の総会にて審議した農業振興地域の除外申請

案件で、その除外手続完了後の農地転用許可申請となります。 

申請者は、現在賃貸物件に家族５人で暮らしておりますが、

子どもの成長や家財の増加により手狭になりました。戸建ての

マイホームを購入したいと考え市街化区域を含め近隣を探し

ましたが見つからず、育児の手伝いをしていただいている義母

に相談したところ、義母の自宅の隣接する土地を貸与してくれ

ることとなりました。申請地は、子の面倒を見てもらえ、将来

的に義母の面倒を見るにも環境が良い土地です。 

農地の区分は、概ね 10 ヘクタール以上の規模の一団の農地

の区域内にある農地であり、第１種農地と判断します。 

原則第１種農地は不許可となりますが、集落と接しているた

め例外として許可になることがあります。 

現地調査をした委員から説明をお願いします。 

５月１６日に７番委員、事務局の３人で現地調査を行いまし

た。転用について、近隣の農地には影響無いと思います。 

地元委員から説明をお願いします。 

除草した草が少しありましたが、適正に管理されています。 

近隣の農地には影響無いと思います。 

質疑はありますか。 

なし。 

質疑がないようでしたら、承認してもよろしいですか。 

異議なし。 



 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

異議なし賛成により、原案のとおり許可相当として県知事に

意見を送付します。 

議案第１４号について終了します。 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき

ましてありがとうございました。これをもちまして、令和５年

第５回ふじみ野市農業委員会総会を閉会とさせていただきま

す。 

（終了 午後１時４６分） 

 


